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■
対
象

◦
空
家
等
の
所
有
者
・
相
続
人

◦
市
税
な
ど
に
滞
納
の
な
い
方

◦
暴
力
団
や
そ
の
関
係
者
で
な
い
方

　

こ
の
制
度
は
個
人
が
対
象
で
す
。
法
人
は
申

請
で
き
ま
せ
ん
。

■
対
象
空
家
な
ど

　

次
の
全
て
に
該
当
す
る
こ
と
。

①
「
空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置

法
」（
以
下
「
法
」
と
い
う
）
第
12
条
の
規
定

に
よ
り
、
市
か
ら
空
家
等
の
適
切
な
管
理
の

促
進
を
求
め
ら
れ
た
際
、
空
家
等
の
適
切
な

管
理
の
た
め
の
措
置
を
行
っ
た
実
績
が
あ
る

② 

特
定
空
家
等
で
法
第
14
条
第
１
項
の
規
定
に

よ
る
助
言
・
指
導
を
受
け
、
同
条
第
２
項
の

規
定
に
よ
り
勧
告
を
受
け
て
い
な
い
も
の

③ 

昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
建
築
さ
れ
、
補

助
対
象
空
家
等
・
同
一
敷
地
内
の
建
築
物
・

そ
の
敷
地
が
１
年
以
上
使
用
さ
れ
て
い
な
い

も
の

④ 

個
人
が
所
有
す
る
も
の

⑤ 

所
有
権
以
外
の
権
利
が
設
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の

■
対
象

　

市
内
の
住
民
自
治
組
織
（
区
・
自

治
会
・
町
内
会
な
ど
）、
商
店
会
、
そ

の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
団
体
（
一
定

の
地
域
の
住
民
で
構
成
さ
れ
て
い
る

団
体
）。

■
要
件

① 

自
主
防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
隊
が
組
織

さ
れ
、
補
助
金
の
交
付
申
請
を
す

る
時
点
で
１
年
以
上
地
域
で
継
続

的
な
自
主
防
犯
活
動
の
実
績
が
あ

り
、
今
後
も
一
層
の
活
動
が
見
込

ま
れ
る
団
体

② 

設
置
・
管
理
運
用
な
ど
に
関
し
て
、

要
綱
の
基
準
を
遵
守
で
き
る
団
体

③ 

補
助
金
の
交
付
申
請
を
行
っ
た
年

度
内
に
設
置
に
着
手
し
、
完
了
で

き
る
団
体
な
ど

■
対
象
経
費

① 

防
犯
カ
メ
ラ
な
ど
の
購
入
費

　

老
朽
化
な
ど
に
よ
り
周
辺
の
生
活
環
境
の
保
全
に
著
し
く
有
害
と
な
る
空
家
等
の
解
体
を
促

進
す
る
た
め
、
解
体
工
事
な
ど
に
か
か
る
費
用
の
一
部
を
、
予
算
の
範
囲
内
で
補
助
し
ま
す
。

　

安
全
で
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
、
新
た
に
防
犯
カ
メ
ラ

な
ど
を
設
置
す
る
地
域
団
体
に
設
置
費
用
の
一
部
を
予
算
の
範
囲
内
で

補
助
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

解
体
費
の
一
部
を
補
助
し
て
い
ま
す

■
問
い
合
わ
せ
：
交
通
防
犯
課
防
犯
対
策
グ
ル
ー
プ
☎
内
線
４
９
２

■
問
い
合
わ
せ
：
交
通
防
犯
課

　
　
　
　
　
　
　

防
犯
対
策
グ
ル
ー
プ
☎
内
線
４
９
２

防
犯
カ
メ
ラ
設
置
費
用
の

一
部
を
補
助
し
て
い
ま
す

⑥ 

公
共
事
業
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
も
の

⑦ 

解
体
工
事
な
ど
に
伴
い
、
他
の
補
助
金
な
ど

の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
も
の

　

空
家
等
が
通
学
路
に
面
し
倒
壊
し
た
場

合
に
通
学
路
に
支
障
を
き
た
す
恐
れ
が
あ

る
な
ど
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
市
長
が
認

め
る
も
の
は
、
補
助
対
象
空
家
等
と
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
対
象
経
費

◦
補
助
対
象
の
空
家
等
の
解
体

◦
解
体
に
係
る
仮
設
工
事
費

◦
廃
材
な
ど
の
運
搬
・
処
分
・
整
地
（
砕
石
敷

均
な
ど
の
舗
装
費
用
は
除
く
）

■
補
助
金
額

　

経
費
の
合
計
額
の
２
分
の
１
・
50
万
円
を
上
限

■
注
意
事
項

　

必
ず
解
体
工
事
着
手
前
に
補
助
金
の
交
付
申

請
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
申
請
前
に
工
事
に
着

手
し
た
場
合
は
、
補
助
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

② 

防
犯
カ
メ
ラ
な
ど
の
設
置
工
事
費

③
『
防
犯
カ
メ
ラ
作
動
中
』
な
ど
の

表
示
板
な
ど
の
購
入
費

■
補
助
金
額

　

補
助
対
象
経
費
の
３
分
の
２
で
、

防
犯
カ
メ
ラ
な
ど
１
台
に
つ
き
20
万

円
ま
で
。

　

１
つ
の
地
域
団
体
に
つ
き
防
犯
カ

メ
ラ
な
ど
３
台
ま
で
を
限
度
。

■
注
意
事
項

　

補
助
金
を
活
用
し
た
防
犯
カ
メ
ラ

の
設
置
を
行
う
場
合
は
、
事
前
に
交

通
防
犯
課
と
の
協
議
が
必
要
で
す
。

危険な老朽空家等の解体費の一部を補助しています／防犯カメラ設置費用の一部を補助しています 


